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平成 30 年度第１回香川県広域水道企業団運営協議会議事録 

 

■日時：平成 30 年 10 月 18 日（木）13:30～13:47 

■場所：香川県庁本館 21 階特別会議室 

■出席者：「出席者名簿」のとおり 

■次第 

１ 開会 

２ 企業長（知事）挨拶 

３ 議題 

（１） 香川県広域水道企業団議会について 

４ その他 

５ 閉会 

■配付資料 

○（資料１－１）平成 30 年 11 月香川県広域水道企業団議会定例会について 

○（資料１－２）平成 30 年 11 月香川県広域水道企業団議会定例会議案一覧（案） 

○（資料２）  ブロック統括センターの設置場所について 

○（資料３－１）平成 29 年度の水道事業の経営状況等について（経営成績） 

○（資料３－２）平成 29 年度の水道事業の経営状況等について（財政状態） 

■議事 

●司会開会 

●企業長挨拶 

●司会議長について 

 

議題１ 

＜議題（１）＞ 

●議長 

・議題（１）「香川県広域水道企業団議会について」事務局から説明を。 

●事務局 

・それでは、議題１の「香川県広域水道企業団議会について」、説明する。 

・資料１－１を御覧いただきたい。 

・企業団議会につきましては、「香川県広域水道企業団議会定例会に関する条例」に基づき、

年２回定例会を開催することとされている。 
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・第１回の企業団議会定例会は、本年２月６日に開催され、予算議案２議案、予算外議案

４０議案について附議し、御議決をいただいたところであるが、第２回目となる平成 

３０年１１月企業団議会定例会につきましては、来月２日金曜日の午前１０時から、本

日と同じくこの会議室を議場として開催を予定している。 

・当日の議事としては、企業長提出議案として、一部改正の条例１議案、専決処分の承認

３議案を審議予定としている。 

・それでは、議案の主だった事項について、資料１－２により御説明させていただく。 

・まず、第１号議案は、企業団の情報公開条例の一部を改正する条例議案ですが、企業団

に関する情報公開の一層の推進を図るため、行政文書の公開を閲覧等により行う場合の

手数料を徴収しないこととする等の所要の改正を行うものである。 

・改正内容は、行政文書１件あたり２００円の閲覧等手数料に関する部分を削除するもの

である。 

・施行期日は、公布の日としている。また、所要の経過措置を定めることとしている。 

・次に、２ページの第２号議案から５ページの第４号議案までは、企業長において専決処

分した事項について、議会の承認を求めるものである。 

・まず、２ページの第２号議案の平成３０年度香川県広域水道企業団水道事業会計補正予

算につきましては、旧事業体の平成２９年度建設改良費について繰越が生じたこと、及

び国の交付金を活用した県補助金が増額されたことに伴い、企業長専決処分により予算

の補正を行ったことについて、議会の承認を求めるものである。 

・補正予算の概要といたしましては、繰越事業費に係る資本的支出の建設改良費５２億 

１，６７１万円を増額したものである。 

・その内訳といたしましては、旧県営水道事業分が２６億７，４００万円余、旧高松市水

道事業分が２３億３，２００万円余、そのほか５つの旧事業体で２億９００万円余とな

っている。 

・主な繰越事由といたしましては、配水管、送水管等の工事におきまして、関係機関との

調整に不測の時間を要し、年度内完了が出来なかったことなどである。 
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・次に、４ページの第３号議案は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例の一部改正に

ついてでありますが、料金に関する規定、第２９条について、本年２月に企業団が当該

条例を制定して以後に、その根拠となる各市町条例の改廃等が行われたこと、及び３事

務所に係る記載に誤りがあったことから、所要の改正を企業長専決処分により行った。

このことについて、議会の承認を求めるものである。 

・最後に、５ページの第４号議案は、人事案件である香川県広域水道企業団監査委員の選

任についてである。 

・監査委員については、企業団規約で２名の委員を置くこととされていますが、このうち

１名については、公認会計士等の財務・経理の専門家を平成３０年２月企業団議会定例

会において、選任同意をいただいている。 

・もう１名については、行政実務の精通者を委員とすることで、本年３月末まで、高松市

上下水道事業管理者でありました、石垣佳
いしがきよしくに

氏を４月１日に企業長専決により、監査委

員に選任したことについて、議会の承認を求めるものである。 

以上で議題１の説明を終えさせていただく。 

（質疑応答） 

●議長 

・ただ今説明のあった「香川県広域水道企業団議会について」、何か意見、質問はあるか。 

（意見なし） 

・それでは、議題１「香川県広域水道企業団議会について」は、案のとおり、了承いただ

いたということで、異議はないか。 

（異議なし） 

＜その他＞ 

●議長 

・それでは、その他について事務局から説明を。 

●事務局 

・事務局から２点ほど報告事項がございますので、説明をさせていただく。  

・まず１点目は、「ブロック統括センターの設置場所について」である。  

・御手元資料６ページ 資料２を御覧いただきたい。  

・「香川県水道広域化基本計画」におきましては、企業団事務所については、設立時には、

各市町に置き、平成３２年度からは、県内５ブロックに置くブロック統括センターに統
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合するものとされている。 

・このため、ブロック統括センターの設置場所について、各々のブロックを構成する各市

町において検討が進められてきたところであり、現時点での各ブロックの検討状況につ

きまして、御報告を申し上げる。 

・まず、東讃地区でありますが、さぬき市、東かがわ市間で検討が行われ、さぬき市津田

町にありますさぬき市津田支所庁舎に設置することとして、来年度に改修工事を実施す

る予定とされている。 

・次に、小豆地区におきましては、ブロックを構成する土庄町、小豆島町の間で現在検討

が進められている。 

・次に、高松地区におきましては、ブロックを構成する高松市、三木町、綾川町で調整が

行われ、現在の企業団高松事務所をブロック統括センターに移行することとし、業務に

関する実務的な検討が進められている。 

・次に、中讃地区におきましては、ブロックを構成する関係市町間で検討が行われ、丸亀

市富士見町にある丸亀市有地にセンターを建設することとし、来年度工事を行うことと

している。 

・最後に、西讃地区におきましては、ブロックを構成する観音寺市、三豊市の間で現在検

討が進められている。 

・以上が、報告事項の１点目の「ブロック統括センターの設置場所について」である。 

・引き続きまして、報告事項の２点目は、「平成２９年度の水道事業の経営状況等について」

である。 

・７ページを御開き願いたい。 

・広域水道企業団は本年４月に事業を開始したところであり、企業団としての平成２９年

度決算そのものは存在いたしませんが、平成２９年度の決算を集計し、企業団として各

構成団体から引き継ぎを受けた水道事業の経営成績、財政状態として、御説明をさせて

いただく。 

・まず、７ページの資料３－１を御覧いただきたい。 

・この図表は、各構成団体の平成２９年度の水道事業の決算を積み上げ、損益計算書を図

式化したもの。  

・まず、図の右側の貸方ですが、給水収益等の営業収益が２５２億６，４００万円、利息

収入等の営業外収益が２０億９，１００万円などで、総収益は２７４億５００万円とな

っている。 

・一方、左側の借方ですが、給料、手当等の職員の人件費、委託料、動力費、薬品費、減

価償却費など営業活動に要する営業費用が２３３億６，５００万円、企業債償還利息な
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どの営業外費用が１１億５，８００万円などで、総費用は２４６億３，９００万円とな

っている。 

・その結果、総収益から総費用を差し引いた当期純利益は、２７億６，６００万円となっ

ている。 

・次に、８ページの資料３－２を御覧いただきたい。 

・この図表は、各構成団体の平成２９年度の水道事業決算を積み上げた、３０年３月３１

日現在の貸借対照表を図式化したものである。 

・企業団としては、この資産、負債、資本を４月１日に引き継いだことになる。 

・まず、左側の借方ですが、土地、建物、構築物、施設利用権等の固定資産が２，０９２

億８，９００万円、現金、未収金等の流動資産が３８１億６，４００万円で、資産総額

は２，４７４億５，３００万円となっている。 

・一方、右側の貸方ですが、企業債、退職給付引当金等の固定負債が６４２億５００万円、

一年以内に償還する予定の企業債、未払金、賞与引当金等の流動負債が８３億 

９，７００万円で、実質負債は、７２６億２００万円となっている。 

・なお、「繰延収益」は、国及び他団体等から補助金を受けて整備した施設等の償却を行う

ための財源として整理する科目である。 

・次に、「資本」ですが、資本金が１，１５２億８，９００万円、当年度純利益を含む剰余

金が２２０億７，２００万円で、資本合計としては１，３７３億６，１００万円となっ

ている。 

・人口減少などにより給水収益の減少傾向が続いている中、企業団といたしましては、経

年劣化が進む水道施設の更新、渇水や地震等に対する防災・減災対策に加えて、平成  

３０年度からの１０年間で約１，３００億円と見込まれる施設整備事業の実施を予定し

ておりますが、今回の広域化の目的である、将来にわたり安全で安心な水道水の安定的

な供給を行えるよう、経営基盤の強化と長期的に安定した健全経営及び持続可能な事業

運営に努める。 

・以上で、報告事項の説明とする。 

（質疑応答） 

●議長 

・ただ今説明のあったその他報告事項について、何か意見、質問はあるか。 

（意見なし） 

・それでは、「その他報告事項について」は、案のとおり、了承いただいたということで、

異議はないか。 

（異議なし） 
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●議長 

・本日の議事については以上だが、その他運営協議会に関して、何か発言等があればお願

いしたい。 

（発言なし） 

・意見等がないようなので、これをもって終了したい。（謝意） 

 

●司会閉会 

 


